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弁
護
士
業
務
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
規
則

（
平
成
元
年
三
月
十
七
日
規
則
第
四
十
八
号
）

改
正

平
成
一
三
年

二
月

二
日

同

一
三
年
一
一
月
二
〇
日

令
和

三
年

三
月
一
八
日

同

三
年

六
月
一
八
日

第
一
条

日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下
連
合
会
と
い
う
。
）
は
、
国

民
の
基
本
的
人
権
の
擁
護
、
紛
争
の
予
防
と
公
平
・
適
切
な
解
決
、

そ
の
他
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
弁
護
士

業
務
（
弁
護
士
法
人
及
び
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法

人
の
業
務
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
重
要
性
に
鑑
み
、
弁
護
士

業
務
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
必
要
な
調
査
・
研
究
を
行

い
、
弁
護
士
業
務
の
発
展
・
改
革
に
資
す
る
た
め
、
毎
年
又
は
隔

年
一
回
弁
護
士
業
務
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
以
下
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

と
い
う
。
）
を
開
催
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
の
や
む
を
得

な
い
事
由
に
よ
り
、
隔
年
一
回
開
催
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
条

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
、
開
催
日
及
び
開
催
地
は
、
弁
護

士
業
務
改
革
委
員
会
の
意
見
を
徴
し
た
上
理
事
会
で
決
定
す
る
。
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第
三
条

連
合
会
は
、
会
長
が
委
嘱
す
る
相
当
数
の
会
員
、
弁
護
士

業
務
改
革
委
員
会
の
委
員
長
及
び
同
委
員
会
が
推
薦
し
会
長
が
委

嘱
す
る
相
当
数
の
委
員
を
も
つ
て
弁
護
士
業
務
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
運
営
委
員
会
（
以
下
運
営
委
員
会
と
い
う
。
）
を
構
成
す
る
。

２

運
営
委
員
会
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
準
備
と
そ
の
運
営
に
あ
た

る
。

３

運
営
委
員
会
は
、
そ
の
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
目
的
の
終
了

と
と
も
に
そ
の
任
務
を
終
わ
る
。

４

運
営
委
員
会
の
委
員
長
は
、
弁
護
士
業
務
改
革
委
員
会
の
委
員

長
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
そ
の
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

目
的
の
終
了
前
に
当
該
委
員
長
が
弁
護
士
業
務
改
革
委
員
会
の
委

員
長
の
任
期
を
終
了
す
る
と
き
は
、
会
長
は
、
同
委
員
会
の
意
見

を
徴
し
て
、
当
該
委
員
長
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
目
的
が
終
了
す
る

ま
で
の
間
、
引
き
続
き
運
営
委
員
会
委
員
長
の
任
に
あ
て
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
四
条

連
合
会
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
を
出
版
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
三
年
二
月
二
日
改
正
）

題
名
、
第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
改
正
規
定
は
平
成
十
三
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年
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
三
年
一
一
月
二
〇
日
規
則
第
七
九
号

弁
護
士
法
人
創
設
に
係
る
弁
護
士
法
改
正
に
伴
う

規
則
等
整
備
に
関
す
る
規
則

第
一
条
改
正
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
三
年
三
月
一
八
日
改
正
）

第
一
条
及
び
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
三
月
十
八
日
か

ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
三
年
六
月
一
八
日
規
則
第
二
〇
〇
号

弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
制
度
創

設
に
係
る
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱

い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規

則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

第
一
条
改
正
）

こ
の
規
則
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す

る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十

三
号
）
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
四
年
政
令
第
四
一
号
で
令
和
四
年
一
一
月
一
日
か

ら
施
行
）


